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（（（（名称名称名称名称・・・・所在地所在地所在地所在地））））    

第１条  本会は、自由が丘産能短期大学校友会（以下、

本会という）といい、本部を母校内におく。 

（（（（目的目的目的目的・・・・事業事業事業事業））））    

第２条  本会は、会員相互の研鑽と交流を図るとともに、

本会ならびに母校の発展に貢献することを目

的とし、その達成のため諸事業を行う。 

（（（（会員会員会員会員））））    

第３条  会員は、次の２種とし、入会時入会金を納めた

者とする。 

   ①会員   産能短期大学および自由が丘産能短期

大学の卒業生 

   ②特別会員 本会の目的に賛同し、理事会において

承認された者 

（（（（役員役員役員役員・・・・代議員代議員代議員代議員のののの定数定数定数定数））））    

第４条  本会は、次の役員・代議員をおく。 

   ①理 事 ３０名以上 ４５名以内 

   ②監 事 ２名以上   ３名以内 

   ③代議員 ９０名以上３００名以内 

（（（（役員役員役員役員・・・・代議員代議員代議員代議員のののの任期任期任期任期））））    

第５条  理事、監事および代議員の任期は２年間とし、

再任は妨げないものとする。 

   ２．補欠または増員により選任された場合の任期は、

現任者の残任期間とする。 

（（（（役員役員役員役員・・・・代議員代議員代議員代議員のののの選任選任選任選任））））    

第６条  代議員は会員の中から、支部、グループならび

に理事会推薦により選出し、代議員会におい

て選任する。理事は代議員の中から、監事は

代議員以外の会員から、それぞれ代議員会に

おいて選出する。 

   ２．理事の中から、その互選によって会長１名、副

会長３名以上６名以内を選任する。 

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

第７条  本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 

   ２．事務局任免は、理事会の決議を経て会長が行う。 

（（（（名誉会長名誉会長名誉会長名誉会長、、、、最高顧問最高顧問最高顧問最高顧問、、、、名誉顧問名誉顧問名誉顧問名誉顧問、、、、顧問顧問顧問顧問、、、、相談役相談役相談役相談役））））    

第８条  本会は、運営上必要な事項について意見を聞 

ため、名誉会長、最高顧問、顧問、相談役を

おくことができる。 

 ２．それぞれについて、理事会の議決を経て会長が委嘱

する。 

（（（（会議会議会議会議のののの種類種類種類種類））））    

第９条  会議は、代議員会、理事会および部会とする。 

 ２．代議員会は、会員総会に代わる議決機関であり、毎

年１回開催する定期会および臨時会とし、代

議員をもって構成する。理事会は本会執行機

関として理事をもって、部会は専門別業務処

理を行う機関として部会員をもって構成する。 

（（（（議決事項議決事項議決事項議決事項））））    

第１０条  代議員会は、会則に定めるもののほか、運営

に関する次の事項を議決する。 

   ①事業報告と収支決算の承認 

   ②事業計画と収支予算の決定ならびにその変更 

   ③その他運営に関する重要事項 

 ２．理事会は、会則に定めるもののほか、次の事項を議

決する。 

   ①代議員会に提出する議案 

   ②代議員会が議決した事項の執行についての内容 

   ③その他、代議員会の議決を要しない会務事項 

（（（（運営経費運営経費運営経費運営経費））））    

第１１条  運営経費は、入会金、寄付金、その他の収入

をもって充てる。 

（（（（事業年度事業年度事業年度事業年度））））    

第１２条  事業年度は、当年６月１日から始まり、翌年

５月３１日に終わる。 

（（（（校友大会校友大会校友大会校友大会のののの開催開催開催開催））））    

第１３条  校友大会は、会員相互の親睦と資質向上を図

り、本会の諸事業について理解と協力を得る

ため、不測の事態が発生しない限り毎年開催

する。 

（（（（支部支部支部支部・・・・グループグループグループグループ））））    

第１４条  地域ごとにあるいは目的別に、会員をもって

構成する支部、グループをおく。 

（（（（会則会則会則会則のののの変更変更変更変更））））    

第１５条  この会則を変更するときは、代議員会の議決

を経ることとする。 

 ２．会則の定めるもののほか、運営に必要な事項は理事

会の議決を経て別に定め、次の代議員会にて

承認を得るものとする。 

付付付付            則則則則    

昭和５０年４月２０日施行。 

（施行以降、平成１４年６月１日に至る間１２回、一部改

正を行なった。） 

平成１６年６月１２日改正。  

平成１８年６月２４日改正。 

平成１９年６月２４日改正。（会名変更） 


